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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成29年10月12日(2017.10.12)

【公開番号】特開2015-55248(P2015-55248A)
【公開日】平成27年3月23日(2015.3.23)
【年通号数】公開・登録公報2015-019
【出願番号】特願2014-179730(P2014-179730)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｈ   9/14     (2006.01)
   Ｂ２３Ｈ   9/10     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  31/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  20/12     (2006.01)
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｘ
   Ｂ２３Ｈ    9/14     　　　　
   Ｂ２３Ｈ    9/10     　　　　
   Ｂ２３Ｋ   31/00     　　　Ｄ
   Ｂ２３Ｋ    1/00     ３３０Ｐ
   Ｂ２３Ｋ   20/12     　　　Ｇ
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月29日(2017.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　翼の吸引側前縁先端のシュラウド隅肉の下に、既存の隅肉の半径を有する領域を設置す
るステップと、
　前記翼内に孔を形成するために、機械加工により前記領域を除去ステップと、
　元の基礎材料と比べて改善された材料特性を有する改質材料を、前記孔内に挿入するス
テップと、
　所定の位置に前記改質材料を固定するステップと、
　前記隅肉の新しい輪郭を形成するために前記改質材料および前記翼を機械加工するステ
ップであって、前記隅肉の新しい輪郭の形成は、前記翼の応力耐性を増大させるように、
前記既存の隅肉の半径と比べて前記隅肉の半径を増大させることを含む、ステップと、
　前記翼の少なくとも一部にわたってコーティングを塗布するステップと、
を含む、改質プロセス。
【請求項２】
　前記領域は、増大した応力領域である、請求項１に記載の改質プロセス。
【請求項３】
　前記改質材料は、栓である、請求項１に記載の改質プロセス。
【請求項４】
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　除去された材料の形状と合う形状を有するように、前記栓を機械加工するステップをさ
らに含む、請求項３に記載の改質プロセス。
【請求項５】
　前記設置するステップの前に、既存のコーティングを除去するステップを含む、請求項
１に記載の改質プロセス。
【請求項６】
　前記改質材料を固定するステップが、ろう付けするステップ、溶接するステップ、摩擦
溶接するステップ、レーザー蒸着するステップ、レーザー溶接するステップ、および、層
ごとに前記改質材料を前記翼に蒸着するステップのうちの少なくとも１つを含む、請求項
１に記載の改質プロセス。
【請求項７】
　前記領域の周囲からの不良材料を機械加工するステップを含む、請求項１に記載の改質
プロセス。
【請求項８】
　成形管電解加工（ＳＴＥＭ）装置で穿つことによってタービン部品に冷却孔を復元する
ステップを含む、請求項１に記載の改質プロセス。
【請求項９】
　前記成形管電解加工装置は、放電加工するステップ（ＥＤＭ）をさらに含む、請求項８
に記載の改質プロセス。
【請求項１０】
　機械加工された複数の前記領域を形成するために、機械加工することにより複数の前記
領域を除去するステップをさらに含む、請求項１に記載の改質プロセス。
【請求項１１】
　前記領域は、不良材料を含む、請求項１に記載の改質プロセス。
【請求項１２】
　吸引側前縁先端のシュラウド隅肉を有する翼を備えるタービン部品と、
　増大した応力を受ける元の基礎材料によって従前に占められている前記吸引側前縁先端
のシュラウド隅肉の位置で、前記タービン部品内に固定されている改質材料と、
　前記吸引側前縁先端のシュラウド隅肉の改質された輪郭と、
を有する、改質物品であって、
　前記隅肉の新しい輪郭は、改質前の物品の既存の隅肉の半径と比べて、増大した吸引側
前縁先端のシュラウド隅肉の半径を有し、
　前記増大した吸引側前縁先端のシュラウド隅肉の半径が、前記改質前の物品と比べて、
前記改質された物品の応力耐性を増大させ、
　前記改質材料が、前記元の基礎材料と比べて改善された材料特性を有し、
　改善された前記材料特性は、前記タービン部品の応力耐性を増大させる、
改質物品。
【請求項１３】
　前記改質材料は、栓である、請求項１２に記載の改質物品。
【請求項１４】
　前記元の基礎材料が、不良材料を含む、請求項１２に記載の改質物品。
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